
年
度

小
学

校
区

クラ
ブ

数
通

常
学

期
中

（
５

月
）

登
録

児
童

数
夏

休
み

中
（

８
月

）
登

録
児

童
数

26
年

度
75

60
2,

64
2 

人
4,

02
3 

人
27

年
度

75
61

2,
85

2 
人

4,
34

1 
人

28
年

度
75

64
3,

20
4 

人
4,

65
9 

人
29

年
度

75
66

3,
46

0 
人

5,
32

6 
人

30
年

度
75

66
3,

52
8 

人
5,

87
8 

人

Ⅰ
．
提
案
の
背

景

〇
豊
田
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
概
要

・
ク
ラ
ブ
数
：
６
６
ク
ラ
ブ
（
７
５
小
学
校
区
）

・
運
営
形
態
：
公
設
公
営

…
２
ク
ラ
ブ

公
設
民
営
（
運
営
委
託
）

…
６
４
ク
ラ
ブ

民
設
民
営

…
１
ク
ラ
ブ

◆
増
え
続
け
る
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
学
校
施
設
を
活
用
し
、

年
々
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
。

◆
拡
大
に
伴
い
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
確
保
に
苦
慮
し
て
い
る
。

全
て
小
学
校
の

敷
地
内
で
実
施

※
公
設
ク
ラ
ブ
の
み
の
数
値

2
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Ⅰ
．
提
案
の
背

景

〇
豊
田
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
支
援
員
・
補
助
員
体
制

◆
常
勤
の
職
員
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
非
常
勤
の
職
員

で
あ
る
。

◆
非
常
勤
職
員
の
一
般
的
な
勤
務
日
数
は
週
３
日
程
度
。

※
公
設
ク
ラ
ブ
の
み
の
数
値

必
要

な
ポ

ス
ト数

（
５

月
）

支
援

員
（

研
修

受
講

者
）

補
助

員
（

研
修

未
受

講
者

）

33
4人

20
7人

※
内

常
勤

職
員

36
人

38
7人

※
全

て
非

常
勤

職
員

3
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Ⅰ
．
提
案
の
背

景

〇
保
育
士
等
の
資
格
を
有
し
て
お
ら
ず
、
実
務
経
験
に
よ
り

放
課
後
児
童
支
援
員
と
な
る
者
に
つ
い
て

◆
支
援
員
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
た
め
に
は
、
高
等
学
校
卒
業
以

上
の
者
で
２
年
以
上
、
そ
れ
以
外
の
者
で
は
５
年
以
上
の
実
務
経
験

が
必
要
。

◆
２
年
以
上
の
実
務
経
験
と
は
、
２
年
以
上
従
事
か
つ
総
勤
務
時
間
が

２
，
０
０
０
時
間
程
度
あ
る
こ
と
が
一
定
の
目
安
と
さ
れ
て
い
る
。 4
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Ⅱ
．
具
体
的
な
支

障
事
例

〇
豊
田
市
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
勤
務
す
る
補
助
員
の

一
般
的
な
年
間
勤
務
時
間
数

３
．
５
時
間
（
１
日
の
勤
務
時
間
）
×
３
日
（
１
週
間
の
勤
務
日
数
）
×
５
０
週
間

＝
５
２
５
時
間
（
１
年
間
の
勤
務
時
間
）

◆
２
，
０
０
０
時
間
程
度
の
勤
務
を
行
う
に
は
４
年
程
度
か
か
り
、

２
年
以
上
と
す
る
条
件
と
の
乖
離
が
大
き
い
。

◆
資
格
の
取
得
に
時
間
が
か
か
り
、
支
援
員
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
。

◆
資
格
取
得
を
目
指
し
て
勤
務
し
て
い
る
補
助
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

低
下
に
つ
な
が
る
。

◆
週
３
日
程
度
の
勤
務
で
あ
っ
て
も
、
２
年
間
実
務
を
行
う
こ
と
で
必

要
と
さ
れ
る
知
識
や
能
力
を
習
得
で
き
て
い
る
。

5
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Ⅱ
．
具
体
的
な
支

障
事
例

〇
運
営
事
業
者
、
現
場
職
員
の
声

◆
２
年
間
の
勤
務
を
通
じ
て
、
十
分
な
経
験
を
積
ん
で
お
り
、
支
援

員
と
し
て
の
業
務
を
任
せ
ら
れ
る
の
で
、
資
格
を
取
得
さ
せ
た
い
。

◆
２
年
後
に
は
支
援
員
と
し
て
勤
務
し
て
も
ら
え
る
予
定
で
人
員
を

配
置
し
て
い
た
の
で
、
ク
ラ
ブ
の
運
営
を
継
続
す
る
の
に
支
障
が

あ
る
。

◆
支
援
員
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
２
年
間
勤
務
し
て
き
た
の
に
、

あ
と
２
年
必
要
と
言
わ
れ
る
と
、
続
け
る
自
信
が
な
い
。

6
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Ⅲ
．
提
案
内
容
と
効
果

支
援
員
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
た
め
に
必
要
な

実
務
経
験
の
基
準
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し

て
、
自
治
体
の
裁
量
で
必
要
な
総
勤
務
時
間
数
を
判

断
で
き
る
よ
う
明
確
化
す
る
。

支
援
員
資
格
の
取
得
が
促
進
さ
れ
、
支
援
員
不
足
の

解
消
に
つ
な
が
る
。

7
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